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新議長就任あいさつ

各常任委員会紹介

　町民の皆様におかれましては嘉島町議会に対しご理解ご協力を賜り心より感謝申し上げます。
このたび信任をいただき議長に就任いたしました。
　多様化する住民ニーズに応じるべく施策も講じられているところでありますが、議会として
執行機関の監視・評価及び政策提案などの住民自治の根幹としての役割をしっかりと果たして
いき執行機関と一体となり住民の福祉向上を目指し、誠心誠意努めて参ります。
　嘉島町議会に対しこれまで同様温かいご支援をいただきますようお願い申し上げて議長就任
の挨拶といたします。

議長就任挨拶

　境
さかい

野
の

　隆
たか

文
ふみ

　

総務文教常任委員会 産業厚生常任委員会
（所管する課：総務課、企画情報課、税務課、会計室及び教育委員会） （所管する課：町民保険課、福祉課、農政課、建設課、都市計画課、農業委員会）

委員  境野　隆文　 委員  川野　伸一　 委員  森田　義雄
副委員長  齊藤　進　 委員長  増岡　司

委員  木下　武　 委員  春日　公和　 委員  園田　義宣
委員  森下　文夫　 委員長  満田　和浩　 副委員長  穴井　智子

議長プロフィール
　　氏　　名　境野　隆文（さかいの　たかふみ）
　　生年月日　昭和34年８月８日
　　当選回数　３回
　　議長就任　令和７年２月26日
　　　　　　　（任期：令和７年２月26日～令和９年２月28日）
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３月定例会

令和７年　第１回

３月定例会
３月３日～７日

　条例制定、補正予算、７年度当初予算など提案された24件
全てを可決しました。また、追加提案された同意案について
も同意しました。

　令和７年度の当初予算は、嘉島町総合計画の基本理念を着実に推進するため学校教育施設整
備事業、土地区画整理事業をはじめとする都市計画関連事業、上下水道整備事業、農業振興等
の諸事業、高齢化等による社会保障事業、少子化に対する施策や子育て支援など前年度より
4,9％減の80億2,974万４千円が計上された。（前年度予算額84億4,000万円）
　歳入の内訳は、町税や繰入金等の自主財源が45.3％、地方交付税、国・県支出金、町債等の
依存財源が54.7％の構成となり、歳出の性質別では、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費
が39.7％（前年比3.1％増）、物件費、補助費、維持補修費等の経常的経費が25.4％（同2.9％
増）、普通建設事業費等の投資的経費が22.0％（同7.7％減）、繰出金、積立金、予備費等が
12.9％（同1.7％増）に大別されます。

令和７年度当初予算（一般会計・特別会計）

令和７年度簡易水道事業会計

令和７年度下水道事業会計

令和７年度当初予算８０億３千万円

会  計 名 ７年度 ６年度 前年比

一 般 会 計 8,029,744 8,442,496 △412,752

特
別
会
計

国民健康保険 1,012,603 1,117,038 △104,435

住宅新築資金等貸付 300 300 0

介護保険 942,779 908,633 34,146

後期高齢者医療 181,936 179,369 2,567

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

 予算区分 ７年度 ６年度 前年比

収
益
的

収 入 66,341 55,816 10,525

支 出 66,341 55,678 10,663

資
本
的

収 入 68,772 59,883 8,889

支 出 67,824 66,098 1,726

 予算区分 ７年度 ６年度 前年比

収
益
的

収 入 474,626 474,847 △221

支 出 449,779 451,971 △2,192

資
本
的

収 入 500,500 517,908 △17,408

支 出 677,132 698,276 △21,144



１.歳入財源内訳

２.歳出性質別内訳
積立金
投資及び出資金
繰出金
予備費

481,456千円
89,422千円
376,175千円
86,202千円

（6.0%）
（1.1%）
（4.7%）
（1.1％）

町税
1,879,352千円
（23.4%）

人件費
扶助費
公債費

838,028千円
1,579,974千円
772,074千円

（10.4%）
（19.7%）
（9.6%）

義務的経費
3,190,076千円（39.7%）

物件費
維持補修費
補助費等

1,120,286千円
96,935千円
817,634千円

（14.0%）
（1.2%）
（10.2%）

経常的経費
2,034,855千円（25.4%）

1,771,558千円
0千円

（22.0%）
（0.0%）

普通建設事業費
災害復旧費

投資的経費
1,771,558円（22.0%）

繰入金
1,076,778千円
（13.4%）

地方交付税
1,250,000千円
（15.6%）

町債
766,200千円
（9.5%）

国 県支出金
1,974,221千円
（24.6%）

予 算 額
8,029,744千円

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
交通安全対策特別交付金

41,506千円
650千円
3,115千円
7,221千円
16,205千円
304,464千円
6,367千円
26,967千円
1,479千円

（0.5%）
（-）
（-）
（0.1%）
（0.2%）
（3.8%）
（0.1%）
（0.3%）
（-）

分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
繰越金
諸収入
寄附金

60,966千円
66,088千円
3,181千円
30,000千円
33,984千円
481,000千円

（0.8%）
（0.9%）
（-）
（0.4%）
（0.4%）
（6.0%）

依存財源
（54.7%）

自主財源
（45.3%）

予 算 額
8,029,744千円
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３月定例会

○嘉島町課設置条例の一部を改正する条例の制定について
　・事務分掌を見直し課の担当事務を変更するもの。

〇嘉島町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成
支援対策推進法の一部を改正される法律が令和７年４月１日から施行されるため本条例を
制定する必要がある。

○嘉島町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成
支援対策推進法の一部を改正される法律が令和７年４月１日から施行されるため本条例を
制定する必要がある。

議案審議　承認・可決した案件
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３月定例会

○嘉島町立小中学校施設の開放に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・施設利用者の利便性の向上を図るため、本条例を制定する必要がある。

○ 嘉島町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の
制定について

　・ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が令和７年４月１日
から施行されることに伴い、本条例を制定する必要がある。

○嘉島町消防団員の定員、任免服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　・ 消防団員数の減少により、条例定数と実団員数に乖離が生じていることに伴い、実情に応
じた適正な定数管理に必要なため、本条例を制定する必要がある。

　　（定数370名→300名）

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について
　・ 刑法等の一部を改正する法律が令和７年６月１日から施行されることに伴い、本条例を制
定する必要がある。　

〇地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
　・地方自治法の一部改正する法律施行に伴い条例を制定する必要がある。

〇益城町町道の路線認定に伴う承諾について　　
　・益城町と嘉島町に位置する路線を町道として益城町が路線認定を行う事の承諾

○令和６年度 嘉島町一般会計補正予算（第９号）
　・ 既定の歳入歳出予算の総額から２億9,483万円を減額し、歳入歳出予算の総額を83億3,752
万３千円とするもの。

〇令和６年度 嘉島町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）
　・ 既定の歳入歳出予算の総額から565万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額を11億2,265

万８千円とするもの。

○令和６年度 嘉島町介護保険特別会計補正予算（第４号）
　・ 既定の歳入歳出予算の総額に785万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を９億9,499
万１千円とするもの。

○令和６年度 嘉島町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
　・ 既定の歳入歳出予算の総額から157万円を減額し、歳入歳出予算の総額を１億8,350万３千
円とするもの。　

〇令和６年度 嘉島町簡易水道事業会計補正予算（第１号）
　・ 収益的収支予算のうち収入予算の総額5,606万３千円、支出予算の総額を5,413万２千円
に。資本的収支予算のうち収入予算の総額を4,323万１千円としました。

〇令和６年度 嘉島町下水道事業会計補正予算（第３号）
　 ・ 収益的収支予算のうち、収入予算の総額を４億7,309万３千円に、支出予算の総額を４億

3,367万４千円に。資本的収支予算のうち収入予算の総額を４憶1,714万３千円とし、支出
予算の総額を５億8,776万９千円としました。
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３月定例会

議員提出議案　可決した案件（審議順）

追加議案　同意した案件

嘉島町農業委員会委員

○議案第21号　令和７年度嘉島町一般会計予算に対する修正動議

　　　　　　可・否

令和７年度嘉島町
一般会計予算修正案

春日 木下 穴井 齊藤 園田 森下 満田 増岡 川野 森田 境野

○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ －
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賛成７人・反対３人）

　・歳出予算を修正するもの。
　　９款教育費　１項教育総務費　
　　　修正前の額　159,747千円を46,255千円減額し113,492千円に修正。
　　12款予備費　１項予備費　１目予備費　　　　　　　
　　　修正前の額　39,947千円を46,255千円増額し86,202千円に修正。

〇議員提出議案第５号　国の責任で学校給食費無償化の実施を国に求める意見書
・ 子供たちの健やかな成長・発達に不可欠な学校給食を国の制度設計に基づく財政負担による
義務教育諸学校の給食費無償化の実施を求める意見書です。

〇議員提出議案第６号　学校給食費の無償化問題特別調査委員会の設置について
　・ 国の制度設計に基づく学校給食費の無償化について調査・研究を行い、関連する諸施策等
を考慮し無償化の取組みを推進する委員会です。

〇 議員提出議案第４号　嘉島町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する等の条例
の制定について

・ 刑法等の一部を改正する法律が令和７年６月１日から施行されることに伴い、本条例を制定
する必要がある。

○農業委員会の委員の任命について
　・ 令和７年３月31日をもって任期満了となる農業委員17名について行政区、団体等より推

薦があった候補者の任命同意です。各委員は以下の通りです。（順不同、敬称略）

・西岡　千秋（下六嘉） ・藤瀬　信行（下六嘉） ・田端　雅充（三郎無田）

・髙松　耕生（井寺） ・森嶋　秀利（北甘木） ・福永　哲夫（上六嘉）

・松永　雄治（上六嘉） ・村上　卓也（西村） ・下田　司　（上島）

・渡辺真由美（上島） ・𠮷田三十志（鯰） ・中津　芳春（鯰）

・山内　秀一（滝河原、高田） ・齊藤　進　（上仲間） ・松本　一幸（下仲間）

・松本　誠一（犬渕） ・榮　　恵　（商工会）
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町政のここが聞きたい　一般質問

7

□ 

河
川
改
修
要
望
事
項
は
…

□ 

給
食
費
無
償
化
に
つ
い
て

春日　公和 議員

議
員
嘉
島
町
は
水
害
常
襲
地
帯
と
し
て

長
年
苦
労
し
て
来
ま
し
た
が
、
河

川
改
修
事
業
の
成
果
に
よ
り
発
展
し
た
町

と
し
て
国
土
交
通
省
に
お
い
て
全
国
に
Ｐ
Ｒ

さ
れ
た
事
も
あ
る
が
、
現
状
及
び
今
後
の

活
動
に
つ
い
て
質
問
し
ま
す
。

　

本
町
の
水
害
は
加
勢
川
の
氾
濫
が
主
な

要
因
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、平
成
16
年

に
河
川
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
、
無
築
堤
状
態

か
ら
の
堤
防
整
備
及
び
内
水
対
策
と
し
て

４
基
の
排
水
機
場
と
７
つ
の
樋
管
の
整
備

が
行
わ
れ
概
成
を
果
た
し
ま
し
た
。
嘉
島

町
に
関
連
す
る
河
川
改
修
事
業
へ
の
要
望

は
排
水
機
場
の
能
力
向
上（
倍
化
）と
言
う

内
容
で
活
動
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、

現
在
の
要
望
は
如
何
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

　

河
川
整
備
計
画
変
更
に
つ
い
て
公
聴
会

等
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
嘉
島
町
に
関
す

る
事
は
河
道
掘
削
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　

熊
本
地
震
後
の
加
勢
川
左
岸
堤
防
に
つ

い
て
は
、
無
田
川
樋
管
よ
り
下
流
は
手
つ
か

ず
と
の
声
も
聞
き
ま
す
。町
は
定
期
的
に
熊

本
河
川
国
道
事
務
所
と
意
見
交
換
も
行
っ

て
い
る
様
で
す
が
、こ
の
点
に
関
す
る
現
時

点
の
要
望
な
ど
は
。

が
変
更
さ
れ
た
緑
川
水
系
河
川
整
備
計
画

が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。本
町
に
関
連
す
る
事

項
は
、①
緑
川
下
流
区
間
に
お
け
る
河
道
掘

削
及
び
樹
木
伐
採
、堤
防
強
化
対
策
、横
断

工
作
物
対
策
、②
加
勢
川
に
お
け
る
河
道
掘

削
、③
矢
形
川
に
お
け
る
堤
防
整
備
及
び
河

道
掘
削
、④
緑
川
ダ
ム
の
操
作
ル
ー
ル
変
更

と
な
り
ま
す
。

　
三
点
目
の
質
問「
熊
本
地
震
後
の
加
勢
川

堤
防
」に
つ
い
て
は
、河
川
管
理
者
で
あ
る
国

土
交
通
省
が
継
続
し
て
巡
視
や
点
検
を
行
っ

て
お
り
、堤
防
の
機
能
に
支
障
が
生
じ
る
箇

所
に
つ
い
て
は
、随
時
、補
修
が
実
施
さ
れ
て

お
り
ま
す
。な
お
、堤
防
機
能
へ
の
影
響
が

低
い
箇
所
に
つ
い
て
も
経
過
監
視
が
行
わ
れ

て
お
り
、施
設
被
害
や
機
能
不
具
合
等
が
進

行
し
た
際
に
は
必
要
に
応
じ
て
対
策
が
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

熊
本
地
震
に
よ
る
被
災
と
思
わ
れ
る
箇
所

に
つ
い
て
は
補
修
が
完
了
し
て
い
ま
す
が
、

引
き
続
き
上
記
同
様
の
経
過
監
視
を
行
っ
て

い
く
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

河
川
管
理
施
設
の
適
切
な
維
持
管
理
と
老

朽
化
対
策
に
つ
い
て
は
、嘉
島
町
と
し
ま
し

て
も
、引
き
続
き
、国
へ
要
望
し
て
参
り
ま
す
。

議
員
　

本
町
は
期
成
会
長
と
し
て
河
川

改
修
に
努
力
し
て
き
た
。要
望
活
動

を
さ
ら
に
進
め
て
頂
き
、安
心
安
全
な
町
づ

く
り
を
進
め
て
下
さ
い
。

（
そ
の
他
の
質
問
）

議
員
　

12
月
定
例
会
で
子
育
て
し
や
す

い
町
づ
く
り
の
た
め
に
先
ず
は
第

１
子
半
額
免
除
第
２
子
以
降
は
無
償
化
を

行
い
段
階
的
拡
充
し
た
い
。４
，９
０
０
万

建
設
課
長　
一点
目
の
質
問「 

緑
川
改
修

期
成
会
要
望
内
容
」に
つ
い
て

は
、年
２
回
、緑
川
改
修
期
成
会（
2
市
６

町
）に
お
い
て
国
土
交
通
省
、財
務
省
及
び

県
選
出
国
会
議
員
に
対
し
て
要
望
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。排
水
機
場
の
能
力
向
上
以

外
の
主
な
要
望
点
は
、①
継
続
的
・
安
定
的

な
予
算
・
財
源
の
確
保
、②
河
川
管
理
施
設

の
適
正
な
維
持
管
理
、③
危
機
管
理
体
制
の

構
築
な
ど
の
ソ
フ
ト
対
策
と
堤
防
整
備
な
ど

の
ハ
ー
ド
対
策
の
強
力
な
推
進
、④
支
川
加

勢
川
の
河
道
掘
削
な
ど
の
流
下
能
力
向
上

推
進
や
市
町
が
計
画
す
る
内
水
対
策
へ
の
取

り
組
み
な
ど
と
な
り
ま
す
。

　
二
点
目
の
質
問「
緑
川
水
系
河
川
整
備
計

画
変
更
に
関
す
る
公
聴
会
」に
つ
い
て
は
、昨

今
の
気
候
変
動
が
も
た
ら
す
異
常
気
象
を
想

定
し
、こ
れ
ま
で
の
治
水
計
画
の
あ
り
方
を

見
直
す
必
要
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、

昨
年
８
月
、国
土
交
通
省
と
熊
本
県
が
主
体

と
な
り〝
緑
川
水
系
河
川
整
備
計
画
〞変
更

に
伴
う
公
聴
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。公
聴

会
開
催
前
後
に
は
変
更
原
案
の
意
見
公
募
や

学
識
者
懇
談
会
を
実
施
。最
終
的
に
は
関
係

機
関
へ
の
照
会
と
地
方
公
共
団
体
の
長
の
意

見
を
組
込
み
、令
和
７
年
１
月
31
日
に
内
容

円
の
予
算
が
必
要
。財
源
は
ふ
る
さ
と
納
税

や
企
業
誘
致
等
を
進
め
更
な
る
財
源
確
保

に
努
め
、行
財
政
改
革
の
積
極
的
な
推
進
を

図
る
事
、国
県
の
動
向
を
注
視
し
進
め
た
い

と
の
事
で
し
た
。私
も
給
食
費
無
償
化
に
つ

い
て
令
和
５
年
12
月
の
時
点
で
試
算
の
た
め

に
調
査
を
し
ま
し
た
。

　

当
時
で
概
ね
小
・
中
学
校
給
食
が
毎
月
1
，

1
7
0
食
で
年
に
換
算
し
て
6
，6
0
0
万

円
、認
可
保
育
園
等
の
副
食
費
が
3
歳
児
以

上
で
月
額
4
，7
0
0
円
の
約
4
0
0
名
で

年
に
2
，2
5
0
万
円
合
計
で
8
，8
5
0

万
円
と
推
計
を
し
、財
源
を
大
変
危
惧
し
た
。

新
規
事
業
推
進
に
お
い
て
は
先
ず
は
財
源

の
確
保
が
最
優
先
課
題
で
交
付
金
、補
助
金

及
び
自
主
財
源
の
目
途
が
立
っ
て
初
め
て
事

業
実
施
の
検
討
結
果
を
議
会
へ
説
明
さ
れ
て

お
り
ま
し
た
し
町
政
に
と
っ
て
は
当
然
の
事

と
思
い
ま
す
。一
般
質
問
が
出
る
ま
で
検
討

結
果
の
報
告
も
な
く
12
月
議
会
で
の
回
答

は
事
業
に
対
し
て
あ
ま
り
に
も
短
絡
過
ぎ
る

の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

次
の
４
点
に
つ
い
て
質
問
し
ま
す
。

1
．財
源
に
つ
い
て
は
ふ
る
さ
と
納
税
や
企

業
誘
致
さ
ら
に
は
行
財
政
改
革
を
進
め
る

は
流
動
的
で
こ
れ
か
ら
の
事
で
あ
り
恒
久
的

な
財
源
と
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
。国
県

の
施
策
を
注
視
し
て
と
の
回
答
も
あ
っ
た
が

特
に
国
の
動
き
施
策
を
待
っ
て
進
め
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

２
．対
象
者
は
町
学
校
給
食
提
供
の
児
童
生

徒
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
子
育
て
に
優

し
い
町
づ
く
り
」を
提
唱
し
公
費
を
投
入
す

る
の
で
あ
れ
ば
認
可
保
育
園
等
の
副
食
費
や
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□ 

第
６
次
嘉
島
町
総
合
計
画
に
お
い
て
、
中
間

年
度
で
の
見
直
し
に
あ
た
り
、
本
計
画
の
進

捗
状
況
お
よ
び
取
組
に
対
し
て
の
評
価
検

証
の
必
要
性
は

な
る
こ
と
か
ら
、
令
和
７
年
度
に
お
い
て

「
後
期
基
本
計
画
」
の
策
定
を
行
い
ま
す
。

　

後
期
基
本
計
画
の
策
定
作
業
に
あ
た
っ

て
は
、 

前
期
基
本
計
画
の
進
捗
状
況
の
確

認
、
各
種
事
業
の
効
果
検
証
を
行
う
と
と

も
に
、
少
子
高
齢
化
や
物
価
高 

、
イ
ン
フ

ラ
設
備
の
老
朽
化
と
い
っ
た
社
会
情
勢
の

変
化
に
伴
う
課
題
へ
の
対
応
も
必
要
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

　

町
執
行
部
に
お
い
て
素
案
を
作
成
し
、

総
合
計
画
審
議
会
に
お
諮
り
し
な
が
ら
計

画
の
策
定
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

町
を
取
り
巻
く
環
境
や
住
民
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
、
町
政
に
反
映
で
き
る
計
画
の
策

定
を
目
指
す
と
と
も
に
、
総
合
計
画
の 

「
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
」に
掲
げ
る
『
活

力
と
う
る
お
い
に
満
ち
た
田
園
文
化
都
市 

ｰ

住
ん
で
良
か
っ
た
！
水
の
郷 

嘉
島ｰ 

』
を

実
現
で
き
る
よ
う
、
一
つ
ひ
と
つ
の
施
策

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

森下　文夫 議員

議
員 　
総
合
計
画
と
は
、「
住
み
よ
い
、

町
づ
く
り
の
実
現
」
に
む
け
て
、
こ

れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
や
目

指
す
将
来
像
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め

の
中
長
期
的
な
方
針
を
示
す
も
の
で
、
本

町
の
ま
ち
づ
く
り
の
最
上
位
に
位
置
付
け

さ
れ
る
計
画
で
す
。

　

本
計
画
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
12

年
度
の
10
年
間
を
計
画
期
間
と
し
令
和
７

年
度
は
、
中
間
年
度
で
の
見
直
し
時
期
と

な
っ
て
お
り
本
計
画
の
進
捗
状
況
お
よ
び
、

取
り
組
み
に
対
し
て
の
評
価
の
検
証
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、
町
と
し
て
の

考
え
を
お
尋
ね
し
た
い
。

企
画
情
報
課
長　
現
在
の
第
６
次
総
合

計
画
は
令
和
３
年
度
か

ら
令
和
12
年
度
ま
で
の
10
年
間
を
計
画
期

間
と
す
る
「
基
本
構
想
」
と
、 

本
計
画
期

間
中
の
前
半
５
年
間
に
あ
た
る
令
和
３
年

度
か
ら
令
和
７
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と

す
る
「
前
期
基
本
計
画
」
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

前
期
基
本
計
画
は
令
和
７
年
度
ま
で
と

町
外
に
通
学
・
通
園
す
る
児
童
生
徒
、幼
稚

園
及
び
認
定
子
供
園
の
給
食
費
や
副
食
費

も
対
象
と
し
な
け
れ
ば
公
平
、公
正
な
行
政

と
は
な
ら
な
い
の
で
は
。

３
．段
階
的
に
拡
充
を
図
る
と
の
事
で
あ
っ

た
が
ど
の
様
な
計
画
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

４
．こ
れ
ま
で
保
護
者
か
ら
徴
収
さ
れ
た
給

食
費
で
提
供
出
来
た
の
は
令
和
４
年
度
ま
で

で
令
和
５
年
度
で
は
３
７
０
万
円
、令
和
６

年
度
で
は
９
１
０
万
円
程
不
足
し
、公
費
負

担
が
予
定
さ
れ
る
様
で
あ
り
給
食
費
の
単

価
は
変
わ
る
と
思
わ
れ
る
が
ど
う
す
る
の
か
。

町
長
　
一
点
目
、ふ
る
さ
と
納
税
寄
付
金

な
ど
は
、恒
久
的
な
財
源
と
な
ら
な

い
の
で
な
い
か
、特
に
国
の
動
き
施
策
を

待
っ
て
進
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。」と
の
質

問
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

　

本
議
会
初
日
の
町
政
報
告
で
申
し
上
げ

た
と
お
り
、厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
は
あ

り
ま
す
が
、給
食
費
の一
部
無
償
化
を
含
む
、

来
年
度
当
初
予
算
案
を
編
成
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。一
般
会
計
予
算
案
に
お
い
て
は
、

恒
久
的
財
源
で
あ
る
町
税
は
今
年
度
比
2
．

8
%
、約
5
，1
0
0
万
円
の
伸
び
、ふ
る
さ

と
納
税
寄
付
金
に
つ
い
て
も
4
．3
%
、約
2
，

0
0
0
万
円
の
伸
び
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、企
業
誘
致
に
よ
る
税
収
増
や

雇
用
の
確
保
、ふ
る
さ
と
納
税
寄
付
金
の
確

保
や
行
財
政
改
革
を
進
め
て
行
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、国
の
動
向
に
つ
い
て
は
、昨
年
12
月

23
日
、３
党
合
同
で
、給
食
費
の
完
全
無
償

化
を
目
的
と
す
る
、学
校
給
食
法
改
正
案
を

提
出
さ
れ
た
ほ
か
、石
破
首
相
は
、２
月
17

日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
小
学
校
給
食
の

無
償
化
に
つ
い
て
「
令
和
８
年
度
以
降
出

来
る
限
り
早
期
の
制
度
化
を
目
指
し
た

い
。
」
と
表
明
し
、
中
学
校
給
食
に
つ
い
て

も
、「
可
能
な
限
り
速
や
か
に
実
現
し
た

い
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。　

こ
の
よ
う
な
国
の
動
き
が
、
給
食
費
無
償

化
の
追
い
風
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い

ま
す
が
、
少
な
く
と
も
来
年
度
は
国
の
制

度
化
は
見
込
め
な
い
も
の
と
考
え
て
お
り
、

当
面
は
、
12
月
議
会
で
答
弁
し
た
内
容
で

の
給
食
費
の
一
部
無
償
化
を
早
期
に
実
施

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

二
点
目
、「
町
外
に
通
学
・
通
園
す
る
児

童
生
徒
、
幼
稚
園
及
び
認
定
子
供
園
の
給

食
費
や
副
食
費
も
対
象
と
し
な
け
れ
ば
不

公
平
、
公
正
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い

か
。
」
と
の
質
問
に
つ
い
て
で
す
が
、

ま
ず
、
町
外
の
小
「
・
中
学
校
へ
の
通
学
や
、

不
登
校
の
状
況
に
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り

本
町
の
給
食
を
受
け
ら
れ
な
い
、
本
町
に

住
む
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
の

観
点
か
ら
、
給
食
費
一
部
無
償
化
相
当
額

に
つ
い
て
保
護
者
に
補
助
を
行
う
方
向
で

検
討
し
ま
す
。
ま
た
、
幼
稚
園
、
保
育
所
及

び
認
定
こ
ど
も
園
に
通
う
子
ど
も
た
ち
の

副
食
費
の
無
償
化
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
研

究
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

三
点
目
、 

段
階
的
に
拡
充
を
図
る
に
当

た
っ
て
ど
の
よ
う
な
計
画
を
持
っ
て
い
る

か
」
と
の
質
問
に
つ
い
て
で
す
。

ま
ず
は
、
町
の
財
政
状
況
を
考
慮
し
、
来

年
度
、
給
食
費
の
一
部
無
償
化
を
実
施
し
、

町
の
財
政
状
況
や
、
先
ほ
ど
触
れ
た
国
の

動
き
な
ど
も
見
極
め
な
が
ら
拡
充
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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□ 

高
齢
者
の
ゆ
う
す
い
号
の
選
挙
運
用

と
投
票
率
向
上
の
対
策
は

□
麦
の
地
産
地
消
に
つ
い
て

議
員 　
高
齢
社
会
を
迎
え
、
選
挙
に
行

か
れ
る
時
に
（
期
日
前
投
票
の

み
）
ゆ
う
す
い
号
を
利
用
し
免
許
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、
80
歳
以
上
の
方
に
無
料
券

を
配
布
し
た
ら
、
投
票
率
も
上
が
る
の
で

は
と
考
え
ま
す
が
。
町
の
考
え
は
。

　

ま
た
、
選
挙
に
お
け
る
投
票
率
に
つ
い

て
、
町
の
広
報
紙
を
見
ま
す
と
男
女
の
投

票
率
の
み
が
紙
面
に
載
っ
て
い
ま
す
。
投

票
所
ご
と
の
年
代
別
の
投
票
率
を
載
せ
て

み
て
は
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
見
て
、
自

分
の
所
の
投
票
率
は
ど
う
な
の
か
と
関
心

を
持
た
れ
て
、
選
挙
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方

が
少
し
で
も
多
く
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、

投
票
率
が
向
上
す
る
た
め
の
町
の
考
え
は
。

総
務
課
長　
選
挙
の
投
票
率
に
つ
き
ま

し
て
は
、
平
成
26
年
ま
で
は

減
少
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
が
、
平
成
27
年

か
ら
は
、
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
で
あ
り
ま
す
。

　

ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
「
高
齢
者
の
ゆ

う
す
い
号
の
選
挙
運
用
」
に
つ
い
て
で
す

が
、
ゆ
う
す
い
G
O
を
利
用
し
て
期
日
前

投
票
所
（
役
場
）
に
行
く
場
合
、
現
行
の

ダ
イ
ヤ
で
は
、
10
時
の
便
を
利
用
し
て
役

場
で
投
票
し
て
い
た
だ
き
、
11
時
の
便
で

自
宅
へ
帰
ら
れ
る
よ
う
な
運
用
が
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
投
票
後
１
時
間
程
度
の
待
ち

時
間
が
あ
り
不
便
に
感
じ
ら
れ
る
方
が
多

い
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
仮
に
期
日
前
投
票
の
期
間
だ
け

臨
時
便
と
し
て
運
行
す
る
に
は
、
通
常
運

行
を
休
業
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

国
・
県
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人

の
送
迎
の
た
め
の
車
両
借
上
代
や
タ
ク

シ
ー
料
金
な
ど
は 
国
・
県
か
ら
委
託
費

と
し
て
全
額
交
付
さ
れ
ま
す
が
、
町
の
選

挙
に
つ
い
て
は
全
額
、
町
の
負
担
と
な
り

ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
投
票
率
の
向
上
を

図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
交

通
弱
者
の
方
々
に
は
、
ゆ
う
す
い
G
O
や

タ
ク
シ
ー
等
利
用
に
係
る
無
料
券
の
配
布

な
ど
の
他
、
様
々
な
移
動
支
援
の
検
討
を

進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

2
点
目
の
、「
投
票
率
向
上
の
対
策
」

の
ご
質
問
に
つ
い
て
で
す
が
、
各
投
票
所

は 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
上
、
シ
ス
テ
ム
の

構
築
が
困
難
な
た
め
年
代
別
の
算
出
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
役
場
庁
舎
内
の
期
日
前
投
票

所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
に

よ
り
投
票
事
務
を
行
う
た
め
年
代
別
投
票

率
の
算
出
が
可
能
と
な
り
ま
す
の
で
、
期

日
前
投
票
所
の
み
年
代
別
投
票
率
の
公
表

を
検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
後
に
お
き
ま
し
て
も
、
選
挙
人
の
利

便
性
の
向
上
の
た
め
様
々
な
施
策
に
取
り

組
み
、
広
報
誌
に
よ
る
啓
発
等
を
継
続
し
、

投
票
率
の
向
上
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

（
そ
の
他
の
質
問
）

議
員
地
産
地
消
と
は
、
地
域
で
生
産
さ

れ
た
農
畜
産
物
を
そ
の
地
域
で
消

費
す
る
取
り
組
み
で
す
。

　

本
町
で
は
、
米
、
麦
、
大
豆
を
主
作
物

と
し
て
生
産
し
て
い
ま
す
が
、
米
と
大
豆

に
つ
い
て
は
、
近
所
の
ス
ー
パ
ー
や
ド

ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
販
売
さ
れ
て
い
る
の
を

見
か
け
ま
す
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
と
し
て
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
麦
に
つ
い
て
は
店
舗
で
も
見

か
け
ま
せ
ん
し
、
町
の
ふ
る
さ
と
納
税
の

掲
載
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
質
問
で
す

が
、
同
じ
麦
の
産
地
の
玉
名
市
は
、
同
じ

品
種
の
ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
を
使
用
し
た
小

麦
粉
や
ラ
ー
メ
ン
を
ふ
る
さ
と
納
税
に
掲

載
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
麦
に
つ
い

て
、
消
費
に
つ
な
が
る
取
組
み
が
出
来
な

い
か
と
思
い
質
問
し
ま
す
。

農
政
課
長　
嘉
島
町
の
水
田
面
積
は
、 

現
在
6
6
8
ha
あ
り
、
そ
の

う
ち
小
麦
の
作
付
面
積
は
5
8
8
ha
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
表
作
の
米
、
大
豆
と

の
二
毛
作
を
行
い
、
水
田
の
利
用
率
は 

齊藤　進 議員

1
8
3
％
を
超
え
て
お
り
、
こ
れ
は
熊
本

県
内
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
利
用
率
と
な

り
ま
す
。

　

小
麦
に
関
し
て
は
、
交
付
金
の
多
い

「
ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
」
を
作
付
け
し
、
農

家
所
得
の
安
定
・
向
上
に
寄
与
し
て
お
り

ま
す
。

　

ご
質
問
に
あ
り
ま
し
た
、
玉
名
市
の
取

組
で
す
が
、
同
じ
品
種
の
「
ミ
ナ
ミ
ノ
カ

オ
リ
」
を
作
付
け
し
、
そ
の
中
で
も
タ
ン

パ
ク
値
12
．
5
％
以
上
の
小
麦
を
厳
選
し

た
も
の
を
「
プ
レ
ミ
ア
ム
Ｔ
（
南
の
め
ぐ

み
）
」
と
し
て
差
別
化
を
図
り
、
販
売
し

て
い
る
よ
う
で
す
。
本
町
に
お
い
て
も
関

係
機
関
と
協
議
し
ま
し
た
が
、
現
状
の
小

麦
の
生
産
体
制
で
は
、
１
日
の
荷
受
け
量

が
膨
大
で
あ
る
為
、 

個
別
に
厳
選
す
る

事
が
困
難
で
あ
り
、
商
品
化
す
る
事
は
難

し
い
と
い
う
事
で
し
た
。
一
方
で
、
現
在
、

サ
ン
ト
リ
ー
株
式
会
社
と
Ｊ
Ａ
か
み
ま
し

き
が
協
力
し
、
ビ
ー
ル
の
原
料
で
あ
る
大

麦
を
試
験
栽
培
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

こ
の
取
り
組
み
が
上
手
く
い
け
ば
、
嘉
島

町
産
の
大
麦
を
使
用
し
た
サ
ン
ト
リ
ー

ビ
ー
ル
が
皆
様
方
の
食
卓
に
並
ぶ
日
が
訪

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
ビ
ー
ル
は

嘉
島
町
産
の
大
麦
を
使
用
し
た
こ
だ
わ
り

の
あ
る
地
ビ
ー
ル
的
な
取
り
扱
い
で
、
限

定
的
に
生
産
す
る
事
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し

て
い
ま
す
の
で
、 

毎
年
生
産
す
る
事
に

な
れ
ば
、 

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
と

し
て
も
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え

ま
す
。
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企
画
情
報
課
長　
本
町
に
お
い
て
は
、

熊
本
県
二
町
、
長
崎
県

二
市
、
鹿
児
島
県
二
十
六
市
町
村
の
計
三

十
市
町
村
で
構
成
さ
れ
る
「
鹿
児
島
県
自

治
体
情
報
処
理
連
絡
協
議
会
」
に
参
画
し
、

平
成
三
十
年
八
月
か
ら
は
自
治
体
ク
ラ
ウ

ド
運
用
に
て
シ
ス
テ
ム
を
共
同
で
利
用
・
運

用
す
る
こ
と
に
よ
り
情
報
化
関
連
予
算
の

削
減
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
自
治
体
シ
ス
テ
ム
標
準
化
に
お

い
て
も
令
和
二
年
十
二
月
に
閣
議
決
定
さ

て
以
降
、
鹿
児
島
県
自
治
体
情
報
処
理
連

絡
協
議
会
事
務
局
を
中
心
に
参
加
団
体
で

現
在
利
用
し
て
い
る
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
活

用
の
検
討
も
含
め
て
協
議
を
進
め
て
き
ま

し
た
が
、
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る

非
機
能
要
件
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
要
件
な

ど
、
ク
リ
ア
す
べ
き
課
題
が
多
く
、
設
備
投

資
等
を
考
慮
し
た
場
合
に
、
ガ
バ
メ
ン
ト

ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
を
し
た
場
合
と
あ
ま
り

差
が
生
じ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
標
準
化
基
本

方
針
で
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の
利
用
が

推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
国
の
今
後
の
事

業
に
お
い
て
も
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の

利
用
は
活
発
化
す
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、

将
来
的
に
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
移
行

が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
国
の
財
政
支
援

が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
を
鑑
み
て

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
す
る
こ
と

を
決
め
ま
し
た
。　
　

　

令
和
七
年
度
末
ま
で
に
標
準
準
拠
シ
ス

テ
ム
ヘ
移
行
す
る
こ
と
が
、
財
政
支
援
の

条
件
で
あ
り
、
増
加
が
見
込
ま
れ
る
運
用

コ
ス
ト
に
お
い
て
も
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ

ド
利
用
料
や
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
運
用
経

費
に
つ
い
て
、
普
通
交
付
税
で
の
措
置
が

検
討
さ
れ
て
い
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用

す
る
場
合
、
デ
ジ
タ
ル
庁
が
決
定
し
た
ク

ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
か
ら
選
択
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
が
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の

事
業
者
に
指
定
さ
れ
た
の
は
当
初
、
海
外

企
業
の
四
社
で
し
た
。一
年
遅
れ
て
国
内
事

業
者
で
あ
る
「
さ
く
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」

も
指
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
令
和
七
年
度
末

ま
で
に
全
て
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
と

条
件
付
き
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
準
備

期
間
を
考
慮
す
る
と
選
考
し
づ
ら
い
状
況

で
す
。
海
外
企
業
が
ほ
ぼ
独
占
状
態
に
あ

る
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
為
替
リ
ス

ク
の
ほ
か
、
国
民
の
重
要
な
デ
ー
タ
管
理

を
外
資
に
依
存
す
る
こ
と
は
安
全
保
障
の

観
点
か
ら
も
不
安
が
残
る
こ
と
が
懸
念
さ

れ
て
お
り
、
次
年
度
の
熊
本
県
町
村
会
要

望
事
項
と
し
て
「
外
資
系
ガ
バ
メ
ン
ト
ク

ラ
ウ
ド
に
関
す
る
リ
ス
ク
緩
和
に
向
け
た

要
望
内
容
」
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
十
二
月
の
国
会
付
帯
決
議

に
つ
い
て
も
同
様
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
課
題
が
残
る
中
で
は
あ
り

ま
す
が
、
本
町
を
含
む
鹿
児
島
県
自
治
体

情
報
処
理
連
絡
協
議
会
参
加
団
体
に
お
き

ま
し
て
は
、
令
和
七
年
度
末
の
移
行
、
本
稼

働
を
目
指
し
て
作
業
を
進
め
て
き
て
お
り
、

先
延
ば
し
を
し
て
も
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム

と
現
行
シ
ス

テ
ム
の
両
シ

ス
テ
ム
を
保

守
す
る
こ
と

と
な
り
、
技

術
者
不
足
も

あ
っ
て
、
保

守
コ
ス
ト
も

上
が
る
た
め
、

予
定
通
り
令

和
七
年
度
中

に
ガ
バ
メ
ン

ト
ク
ラ
ウ
ド

を
利
用
し
た

標
準
準
拠
シ

ス
テ
ム
へ
移

行
す
る
こ
と

を
予
定
し
て

い
ま
す
。

議
員 　
令
和
七
年
度
中
に
自
治
体
が
扱

う
住
民
基
本
台
帳
や
税
に
関
わ
る

二
十
の
基
幹
業
務
に
つ
い
て
標
準
準
拠
シ
ス

テ
ム
で
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、ガ
バ

メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
す
る
こ
と
が
国
に

よ
っ
て
推
奨
さ
れ
て
い
る
が
、
ガ
バ
メ
ン
ト

ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
し
た
こ
と
に
よ
り
小
規
模

自
治
体
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
運
用
コ
ス
ト
が

跳
ね
上
が
っ
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
採
択
さ
れ

た
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
は
A
W
S（
A
m
a

z
o
n 

W
e
b 

S
e
r
v
i
c
e
s
）一
社
の

寡
占
状
態
と
な
っ
て
お
り
、米
国
の「
海
外

デ
ー
タ
合
理
的
使
用
明
確
化
法
」に
よ
り
米

政
府
は
自
国
企
業
が
保
存
し
て
い
る
デ
ー

タ
の
提
供
を
強
制
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。国
が
推
奨
す
る
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド

利
用
は「
務
め
る
」も
の
で
あ
り「
義
務
」で

は
な
い
。嘉
島
町
は「
地
方
公
共
団
体
シ
ス

テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
」に
よ
る
基

幹
業
務
の
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
利
用
に
つ

い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

（
他
に
嘉
島
町
公
共
施
設
の
利
便
性
向
上

に
つ
い
て
も
質
問
し
ま
し
た
）

標準化対象の20業務
住民基本台帳 戸籍 戸籍の附帳 障害者福祉

固定資産税 個人住民税 法人住民税 後期高齢者医療

軽自動車税 印鑑登録 選挙人名簿登録 介護保険

子供子育支援 就学 児童手当 生活保護

児童扶養手当 国民健康保険 国民年金 健康保険

□ 

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
利
用
の
可
否

を
問
う

□ 

嘉
島
町
公
共
利
用
の
利
便
性
向
上
を

問
う

園田　義宣 議員
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□ 

中
学
校
北
側
の
道
路
拡
幅
工
事
の

安
全
確
保
に
つ
い
て
は

議
員 　
近
年
、
通
学
路
に
お
け
る
交
通

事
故
が
増
加
し
て
お
り
、
特
に
歩

道
の
安
全
確
保
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

通
学
路
を
利
用
す
る
児
童
・
生
徒
の
安

全
を
守
る
た
め
、
今
回
、
中
学
校
北
側
の

道
路
拡
幅
工
事
を
計
画
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

　

通
学
路
に
関
し
て
は
、
地
域
住
民
や
保

護
者
か
ら
も
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
ど
の
様
に

取
り
入
れ
て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
今
後
の
安
全
対
策
に
ど
の
様
に

反
映
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
も
お
伺
い
し
ま

す
。建

設
課
長　
近
年
、
特
に
通
過
交
通
車

両
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
そ
も
そ
も
の
道
路
幅
員
に
余
裕
が

無
く
、
往
来
す
る
車
両
と
自
転
車
な
ど
が

重
な
っ
た
際
に
接
触
や
道
路
外
へ
の
転
落

な
ど
の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
受
け
、
中

学
校
生
徒
を
は
じ
め
と
し
た
自
転
車
や
歩

行
者
の
安
全
性
を
確
保
す
る
目
的
で
道
路

整
備
を
行
う
に
至
り
ま
し
た
。

　

本
路
線
の
具
体
的
な
整
備
計
画
と
し
ま

し
て
は
、
現
況
道
路
の
南
側
に
平
均
通
行

幅
２
．
５
ｍ
の
歩
道
を
付
け
加
え
る
形
が

標
準
断
面
と
な
り
ま
す
。
併
せ
て
、
車
道
と

歩
道
を
分
離
し
歩
道
利
用
者
の
安
全
性
向

上
を
図
る
た
め
の
歩
車
道
境
界
ブ
ロ
ッ
ク

設
置
も
行
い
ま
す
。

　

本
事
業
は
総
延
長
約
１
．
３
㎞
と
な
り

ま
す
が
、
関
係
者
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
得
な
が
ら
一
日
で
も
早
い
完
成
を
目

指
し
て
参
り
ま
す
。

議
員
　

地
域
住
民
・
保
護
者
の
方
か
ら

の
道
路
整
備
の
意
見
・
要
望
を
取

り
入
れ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

今
回
の
工
事
で
は
2
．
5
ｍ
の
歩
道
に

車
道
と
歩
道
を
分
離
す
る
歩
車
道
境
界
ブ

ロ
ッ
ク
設
置
が
計
画
さ
れ
る
と
伺
い
ま
し

た
が
、
夕
方
か
ら
夜
間
に
か
け
て
の
時
間

帯
が
暗
く
危
険
に
な
り
ま
す
の
で
、
交
通

事
故
防
止
の
た
め
に
農
家
の
方
の
支
障
に

な
ら
な
い
よ
う
な
街
灯
設
置
や
反
射
材
設

置
の
検
討
等
の
創
意
工
夫
を
あ
わ
せ
て
お

願
い
致
し
ま
す
。

木下　武 議員

□ 

本
町
の
防
災
に
つ
い
て

□ 

本
町
の
小
中
学
校
等
に
お
け
る
医
療

的
ケ
ア
実
施
の
状
況
は

□ 

学
校
教
育
現
場
の
現
状
は

議
員 　
「
防
災
士
会
の
発
足
の
目
的
は

各
地
域
に
お
い
て
防
災
訓
練
及
び

防
災
活
動
に
関
し
て
助
言
を
行
う
と
と
も

に
、
防
災
士
相
互
の
連
携
を
図
り
、
防
災

士
と
し
て
の
必
要
な
知
識
、
技
術
等
を
高

め
地
区
の
自
主
防
災
組
織
を
は
じ
め
、
町

全
体
の
防
災
力
の
向
上
を
は
か
る
」
と
あ

り
ま
す
。

　

令
和
６
年
第
一
回
議
会
で
の
一
般
質
問

に
お
い
て
総
務
課
長
の
回
答
で
は
、
防
災

士
の
重
要
性
が
高
ま
る
た
め
、
防
災
士
の

資
格
取
得
試
験
料
等
を
受
講
者
に
対
し
て

補
助
を
行
い
、
町
と
し
て
も
防
災
士
資
格

取
得
を
推
奨
す
る
。
今
後
に
お
い
て
も
、

熊
本
地
震
の
教
訓
を
生
か
し
、
安
全
、
安

心
な
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
」
と
の
回

答
で
あ
り
ま
し
た
。
⑴
防
災
士
の
資
格
取

得
に
対
す
る
補
助
実
績
状
況
及
び
そ
れ
に

つ
い
て
の
広
報
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ

れ
た
の
か
？
⑵
町
単
独
の
防
災
士
会
の
発

足
に
つ
い
て
検
討
は
さ
れ
た
の
か
？
⑶
指

定
避
難
所
に
な
っ
て
い
る
施
設
の
停
電
に

備
え
た
設
備
点
検
な
ど
の
状
況
な
ど
に
つ

い
て
詳
し
く
聞
き
ま
し
た
。 

穴井　智子 議員

総
務
課
長　
令
和
5
年
度
よ
り
防
災
士

試
験
受
講
料
の
経
費
に
対
し
、

予
算
の
範
囲
内
で
公
費
負
担
し
て
い
ま
す
。

⑴
受
験
者
の
補
助
は
令
和
６
年
度
は
３
名

の
受
講
者
に
補
助
を
行
い
、
広
報
に
つ
い

て
は
自
主
防
災
組
織
会
長
あ
て
に
ご
案
内

を
し
て
い
ま
す
。
案
内
に
つ
い
て
は
締
め
切

り
が
短
い
た
め
広
報
誌
に
載
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
が
実
情
で
す
。
こ
の
補
助
制

度
の
趣
旨
は
、
各
行
政
区
の
自
主
防
災
組

織
構
成
員
の
中
か
ら
地
域
防
災
リ
ー
ダ
ー

を
養
成
す
る
こ
と
と
、
防
災
士
の
資
格
取

得
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
⑵
町
単
独
の

防
災
士
の
発
足
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ

ろ
検
討
し
て
い
な
い
が
、
必
用
に
応
じ
て

検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

来
年
度
（
令
和
７
年
度
）
よ
り
危
機
管

理
係
を
新
た
に
設
置
し
、
防
災
・
防
犯
等
に

特
化
し
た
組
織
体
制
を
充
実
さ
せ
、
災
害

に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
、「
災
害
に

強
い
ま
ち
づ
く
り
」
に
力
を
い
れ
て
ま
い
り

ま
す
。
⑶
指
定
避
難
所
に
な
っ
て
い
る
施

設
の
停
電
に
備
え
た
設
備
点
検
状
況
に
つ

い
て
は
、
現
在
指
定
避
難
所
は
１0
箇
所
あ
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り
ま
す
。
そ
の
う
ち
7
箇
所
は
毎
年
設
備

点
検
を
行
い
、
非
常
用
電
源
を
備
え
て
い

ま
す
。
小
中
学
校
は
毎
年
設
備
点
検
を

行
っ
て
い
ま
す
が
、
非
常
用
電
源
は
あ
り
ま

せ
ん
。 
今
後
は
指
定
避
難
所
と
な
っ
て
い

ま
す
施
設
に
は
、
要
配
慮
者
に
配
慮
し
た

施
設
・
設
備
に
努
め
る
と
と
も
に
、
被
災
者

に
よ
る
災
害
情
報
の
入
手
に
資
す
る
機
器

等
の
設
備
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

町
民
体
育
館
、
町
民
会
館
、
保
健
セ
ン

タ
ー
は
非
常
用
電
源
設
備
有
、
年
2
回
点

検
実
施
。
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
は
非
常

用
電
源
、
点
検
な
し
。

　

小
中
学
校
は
非
常
用
電
源
設
備
な
し
。

消
防
点
検
は
毎
年
実
施
。

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
は
ソ
ー
ラ
ー
・
風
力

の
発
電
機
設
備
あ
り
で
、
非
常
用
に
蓄
電
。

消
防
設
備
点
検
も
毎
年
実
施
。

　

文
化
セ
ン
タ
ー
及
び
近
隣
公
園
公
民
館

は
非
常
用
電
源
も
点
検
も
無
し
。

議
員　
「
町
民
を
災
害
か
ら
守
る
」
と

し
て
い
る
町
の
姿
勢
に
と
し
て
、

や
っ
と
危
機
管
理
係
が
設
置
で
き
る
と

い
っ
た
状
況
や
指
定
さ
れ
た
避
難
所
の
設

備
等
の
状
況
に
町
民
は
果
た
し
て
安
心
で

き
る
の
か
？
と
疑
問
に
感
じ
ま
す
。

議
員　
文
部
科
学
省
の
資
料
に
よ
る
と

医
療
的
ケ
ア
児
は
年
々
増
加
傾
向

に
あ
る
。

　

学
校
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
の
実
施
者

は
1
、
医
者
、
2
、
看
護
師
が
実
施
で
き
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
町
の
小
学

学
校
教
育
の
現
場
の
あ
り
方
を
大
き
く
転

換
す
る
お
考
え
は
な
い
の
か
？
全
国
的
に

学
び
の
あ
り
方
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と

を
例
に
あ
げ
、「
生
き
る
力
」「
探
求
心
」

校
に
て
看
護
師
の
雇
用
も
あ
り
非
常
に
助

か
っ
て
い
る
と
の
声
が
あ
る
一
方
で
、
食
事

の
介
助
（
胃
ろ
う
部
か
ら
の
注
入
）
の
た
め

に
、
毎
日
家
族
が
学
校
に
通
っ
て
い
る
と

い
い
ま
す
。

　

厚
労
省
の
資
料
に
は
「
本
人
の
自
立
を

促
す
観
点
か
ら
真
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る

場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
看
護
師
は
医
療
的
ケ
ア
の
専
門
的
な

知
識
と
経
験
を
お
持
ち
で
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ま
す
。

　

嘉
島
町
に
定
住
を
決
意
し
た
ご
家
族
に

と
っ
て
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
両
面
で
「
住
ん

で
よ
か
っ
た
嘉
島
町
」
に
な
る
よ
う
、
教
育

委
員
会
の
お
考
え
を
問
い
ま
し
た
。

（
※
「
医
療
的
ケ
ア
」
に
関
す
る
法
律
は
主

に
厚
生
労
働
省
の
管
轄
で
あ
り
、
具
体
的

に
は
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」「
介
護
保

険
法
」
が
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
子
ど
も

を
含
む
障
害
者
等
に
対
す
る
支
援
に
つ
い

て
定
め
て
い
る

議
員　
全
国
的
に
教
職
員
が
不
足
し
て

い
る
こ
と
は
社
会
問
題
と
な
っ
て

お
り
本
町
に
お
い
て
も
例
外
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

不
登
校
、
行
渋
り
、
障
害
の
あ
る

子
は
増
加
傾
向
で
す
。

　

教
師
と
い
う
職
業
は
子
ど
も
た
ち
の
未

来
に
夢
を
与
え
る
職
業
で
あ
り
、
非
常
に

や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
り
ま
す
。
が
一

方
で
は
非
常
に
課
題
が
多
く
現
場
は
疲
弊

し
て
い
ま
す
。

　

嘉
島
町
の
子
ど
も
達
の
未
来
の
た
め
に 

を
育
む
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
ま
し
た
。

他
町
よ
り
先
駆
的
に
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教

育
を
実
現
す
る
こ
と
を
願
い
本
町
の
教
育

の
あ
り
方
に
つ
い
て
問
い
ま
し
た
。

上益城消防組合議会（川野議員・満田議員）

  議会報告  　令和７年第１回定例議会（令和７年２月19日開催）

  原案のとおり可決しました。

・上益城消防組合監査委員の選任に付き同意を求めることについて
・上益城消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・上益城消防組合特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・上益城消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・上益城消防組合職員等旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
・財産の取得について
・令和６年度上益城消防組合一般会計補正予算（第３号）について
・令和７年度上益城消防組合一般会計予算について

　　　　　　　　　　　　　　　　　各町の負担金の推移　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

 町  名 嘉島町 御船町 甲佐町 山都町  計

令和6年度負担金 175,955 291,107 190,084 298,891 956,037

令和7年度負担金 168,320 281,328 181,922 291,769 923,339
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益城、嘉島、西原環境衛生施設組合（森下組合議長・園田議員）
  議会報告  　令和７年第１回定例会（令和７年２月14日開催）

  原案のとおり可決しました。

・専決処分の報告並びに承認を求めることについて
・益城、嘉島、西原環境衛生施設組合監査委員の選任について
・益城、嘉島、西原環境衛生施設組合ごみ処理手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
・令和７年度益城、嘉島、西原環境衛生施設組合一般会計予算について
　　　　　　　　　　　　各町の負担金の推移　　　　　　　　　　 (単位：千円)

 町  名 嘉島町 益城町 西原村 計

令和6年度負担金 87,821 207,646 71,632 367,099

令和7年度負担金 94,505 222,866 77,319 394,690

上益城広域連合（森田議員・増岡議員）
  議会報告  　令和７年第１回定例会（令和７年２月26日開催）

  原案のとおり可決しました。

・専決処分の報告並びに承認を求めることについて
・上益城情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の制定について
・上益城広域連合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
・上益城広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・令和６年度上益城広域連合一般会計補正予算（第２号）について
・令和７年度上益城広域連合一般会計予算について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各町の負担金の推移　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

 町  名 嘉島町 御船町 甲佐町 益城町 山都町 　計

令和6年度負担金 17,264 22,209 18,548 29,631 21,695 109,347

令和7年度負担金 18,075 23,333 19,346 32,026 23,058 115,838
・上益城広域連合議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

御船地区衛生施設組合（境野組合議長・齊藤議員）
  議会報告  　令和６年第１回臨時会（令和６年12月27日開催）

  原案のとおり可決しました。

・熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について
・御船地区衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
・御船地区衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

  議会報告  　令和７年第１回定例議会（令和７年２月21日開催）　

  原案のとおり可決しました。

・御船地区衛生施設組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・御船地区衛生施設組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・御船地区衛生施設組合管理者等の報酬及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定について
・御船地区衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
・令和６年度御船地区衛生施設組合一般会計補正予算（第１号）について
・令和７年度御船地区衛生施設組合一般会計予算について
　　　　　　　　　　　　　　　　　各町の負担金の推移　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

 町  名 嘉島町 御船町 甲佐町 益城町  計

令和6年度負担金 28,789 64,099 56,785 36,746 186,419

令和7年度負担金 29,116 66,698 61,867 36,337 194,018
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議員研修会

日　時   令和７年３月25日（火）～26日（水）
場　所 　国会議員会館・千葉県四街道市議会
　令和６年度議員全体研修が、令和７年３月
25日（火）～26日（水）にかけ、国会議員会館（東
京都）、千葉県四街道市議会で実施されました。
　国会議員会館においては、給食費無償化を
国の責任において実施されるよう、県選出の
国会議員（坂本衆議院議員、馬場、松村、藤
木参議院議員）へ提出をし、必ず実施を実現
されるよう要望し、その他嘉島町が抱える課
題について意見交換をおこないました。
　２日目の千葉県四街道市議会での議員研修
では、防災対策、子ども子育て対策、土地区
画整理事業について研修、意見交換を行いま
した。四街道市は、特に自主防災組織への取
組みが先進的で、市全体での防災に対する意
識の高さに感銘をうけました。小学校区によ
る地域全体を取り込んだ組織作りなど、参考
になることが多くありました。また、子ども
子育て対策関係では、児童生徒の学力向上にたいする対策や、空き家を使い子ども食堂を実施している団体
など聞くことができました。
　今回の研修で、今後の嘉島町の防災・子育てなどに対する取組みに活かしていきたいとおもいました。（齊藤）

嘉島町議会議員全体研修

日　時 　令和７年１月23日（木）
演　題 　「日本農業の課題」
講　師 　東京大学教授　鈴木　宣弘 氏

　「日本農業の課題」として東京大学教授、鈴木宣弘先生によるオンライン講演がおこなわれました。内容と
して、食料自給率について現状の課題や農業政策、諸外国との比較などがありました。

自給率について…国の発表では、38%とされているが肥料、飼料、燃料等輸入に依存している為実際の自給
率は10%に満たない。
農業政策について…安全な食料の提供、農
業の担い手の確保、所得向上、環境保全の
問題解決には、消費者の理解と協力が必要。
課題として、食料安全保障の確保が必要。

　今回の研修で感じた事は、自給率向上は
安全保障の要であり、自国での生産可能な
仕組み、取組みを推進していく必要がある
と思えた。

（森下）

熊本県町村議会議員研修会

（四街道市議会のみなさんと）
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主な議会活動

主な議会活動（令和７年１月から令和７年３月まで）
月　　日 項　　　　目 場所等
１月12日 嘉島町二十歳を祝う会 (全議員) 町民会館

１月14日 第２回広報特別委員会（第53号編集会議） 監査委員室

１月15日 九央道建設促進沿線議会期成会提言活動（森田議長） 熊本河川国道事務所

１月15日～17日 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合議会議員視察研修（森下・園田） 三重県
京都市

１月17日 第１回上益城郡議長定例会（森田議長） 益城町

１月17日 例月現金出納検査（増岡議選監査委員） 監査委員室

１月23日 令和６年度第２回熊本県町村議会議員研修会（オンライン）（全議員） 役場会議室

１月23日～24日 九央道建設促進沿線議会期成会提言活動（森田議長） 福岡・東京

１月29日 第３回嘉島町子ども・子育て会議（森田議長） 役場会議室

１月30日 主要地方道小川嘉島線道路整備促進
一般国道266号三角・嘉島間に関する要望（森田議長） 県庁

２月４日 第22回九州中央自動車道建設促進大会（森田議長） 山都町

２月４日 第３回広報特別委員会（第53号編集会議） 監査委員室

２月６日 令和７年第１回嘉島町議会臨時会・全員協議会（全議員） 議場
議員控室

２月10日 第１回嘉島町地域包括支援センター運営協議会及び生活支援体制整備事業協議会（増岡） 役場会議室

２月11日 山都町合併20周年記念式典（森田議長） 山都町

２月12日 令和７年第１回熊本県後期高齢者医療広域連合議会
全員協議会及び定例会（森田議長） 自治会館

２月13日 嘉島町老人クラブ連合会役員研修会（森田議長） 玉名市

２月14日 令和７年第１回益城、嘉島、西原環境衛生施設組合議会
定例会（森下・園田） 組合会議室

２月17日 福岡県久山町議会行政視察（森田議長・川野副議長・境野・増岡・満田） 役場庁議室

２月17日 嘉島町国民健康保険運営協議会（川野・増岡） 役場会議室

２月18日 議会運営委員会 役場庁議室

２月19日 令和７年第１回上益城消防組合議会定例会(川野・満田) 消防本部議場

２月20日 例月現金出納検査（増岡議選監査委員） 監査委員室

２月20日 令和６年度第２回嘉島町男女共同参画社会推進懇話会（境野） 役場庁議室

２月21日 熊本県町村議会議長会「第75回定期総会」（森田議長） 熊本テルサ

２月21日 令和７年第１回御船地区衛生施設組合議会定例会（境野・齊藤） 組合会議室

２月26日 令和７年第１回上益城広域連合議会定例会（森田議長・増岡） 福祉センター

２月26日 令和７年第２回嘉島町議会臨時会・全員協議会（全議員） 議場
議員控室

２月27日 嘉島町総合計画審議会(境野議長・川野副議長・森田・増岡・満田) 役場会議室

３月２日 嘉島町出初式 （全議員） 嘉島中G

３月３日～７日 令和７年第１回嘉島町議会定例会・全員協議会（全議員） 議場
議員控室

３月８日 嘉島中学校卒業式（全議員） 嘉島中学校

３月11日 嘉島町ごみ問題対策実行委員会（境野議長） 役場会議室

３月13日 交通安全推進会議（境野議長） 役場会議室

３月19日 例月現金出納検査（増岡議選監査委員） 監査委員室

３月21日 嘉島東・西小学校卒業式 （全議員） 嘉島東西小学校

３月21日 学校給食費の無償化問題特別調査委員会（全議員） 議員控室

３月21日 第１回広報特別委員会（第54号編集会議） 監査委員室

３月25日～26日 嘉島町議会議員視察研修（全議員） 東京・千葉

３月28日 熊本県町村監査委員協議会定期総会及び研修会（増岡議選監査委員） 自治会館



３年間、老人会長としてお疲れ
様でした。
沢山の思い出があると思います
が？

神社の清掃や花壇の花植えなど
皆さんと楽しく活動させて頂き
ました。若い方の入会を願いな
がらも、今後も健康な限り活動
に協力してまいります。

Q

A

木村　康 さん　元上島老人会（碧水会）会長

木村さん

上島碧水会のみなさん

毎月１日、15日に上島四所神社の清掃活動で汗を流しています
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※次の議会は、６月に開催予定です。

　
ド
ラ
マ
「
御
上
先
生
」
を
観
て
深
く

考
え
ま
し
た
。
正
に
現
代
の
社
会
問
題

を
ド
ラ
マ
化
し
た
モ
ノ
で
、
最
終
回
で
は

御
上
先
生
が
「
答
え
の
出
な
い
質
問
」
は

こ
の
世
に
は
沢
山
あ
る
と
言
い
、「
考
え

る
力
は
答
え
を
出
す
も
の
だ
け
じ
ゃ
な
い
」

「
考
え
て
も
、
考
え
て
も
答
え
が
で
な
い

こ
と
を
投
げ
だ
さ
ず
考
え
続
け
る
力
の

こ
と
」
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　
最
近
特
に
「
考
え
る
」
事
案
が
多
く

な
っ
て
い
る
嘉
島
町
町
議
会
。
御
上
先
生

の
い
う
「
考
え
ろ
！
今
い
る
場
所
で
考
え

ろ
！
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
通
り
で
す
。
町
民

の
皆
様
に
ご
心
配
を
お
か
け
し
て
い
る
こ

と
を
深
く
お
詫
び
し
、
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
嘉
島
町
の
為
に
全
議
員
に
て
し
っ
か
り

「
考
え
」「
行
動
」
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
ド
ラ
マ
で
は
T
h
e 

p
e
r
s
o
n
a
l 

i
s 

p
o
l
i
t
i
c
a
l （
個
人
的
な
こ
と

は
政
治
的
で
あ
る
）
と
い
う
言
葉
も
何

度
も
出
て
き
ま
す
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
が
生

ま
れ
た
背
景
に
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会

に
お
け
る
女
性
の
役
割
と
地
位
に
対
す

る
不
満
か
ら
第
二
波
フ
ェ
ニ
ズ
ム
運
動
に

よ
り
闘
っ
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
個
人
の
経
験
が
社
会

構
造
や
政
治
的
な
力
関
係
に
よ
っ
て
ど
の

よ
う
に
影
響
を
受
け
る
の
か
を
理
解
す

る
た
め
の
枠
組
み
と
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
つ
も
最
後
ま
で
お
読
み
い
た
だ
き
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　
　
　（
穴
井
）

嘉島中学校入学式 通常点検を披露する幼年消防クラブのみなさん


